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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月29日(2010.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客がドライブスルーレーンから品目を発注することが可能なクイックサービスレスト
ランにおける受注システムであって、前記注文を完了するために複数の従業員を有する前
記クイックサービスレストランは、以下：
　前記ドライブスルーレーン付近に配置されるドライブスルー注文地点であって、前記ド
ライブスルー注文地点は前記顧客からの前記品目に対する前記注文を受けることが可能で
あり；
　基地局；
　前記複数の従業員が使用するのに適した複数の装着可能なヘッドセット；
　前記発注装置と前記基地局との間の第１ワイヤレス音声通信リンク；及び
　前記基地局と前記複数のヘッドセットとの間の第２ワイヤレス音声通信リンクを含み；
　前記複数の従業員のうちの少なくとも１人が、前記第１ワイヤレス音声通信リンク及び
前記第２ワイヤレス音声通信リンクを使用して、前記ドライブスルーレーンにおいて前記
顧客と音声で通信することが可能である、受注システム。
【請求項２】
　顧客がドライブスルーレーンから品目を発注することが可能なクイックサービスレスト
ランにおける受注システムであって、前記注文を完了するために複数の従業員を有する前
記クイックサービスレストランは、以下：
　前記ドライブスルーレーンに近接して配置されるドライブスルー注文地点；
　基地局；
　前記複数の従業員が使用するのに適した複数の装着可能なヘッドセット；
　前記ドライブスルー注文地点と前記基地局との間の第１ワイヤレス音声通信リンク；及
び
　前記基地局と前記複数のヘッドセットとの間の第２ワイヤレス音声通信リンクを含み；
　前記複数の従業員のうちの少なくとも１人が、前記第１ワイヤレス音声通信リンク及び
前記第２ワイヤレス音声通信リンクを使用して、前記ドライブスルーレーンにおいて前記
顧客と音声で通信することが可能であり；及び
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　前記ドライブスルー注文地点と前記複数のヘッドセットとの間の第３ワイヤレス音声通
信リンクによって、前記ドライブスルー注文地点が前記基地局と前記複数の従業員のうち
の少なくとも１人の間の音声通信においてリピーターとして機能するのを可能とする、受
注システム。
【請求項３】
　顧客がドライブスルーレーンから品目を発注することが可能なクイックサービスレスト
ランで使われる受注方法であって、前記注文を完了するために複数の従業員を有する前記
クイックサービスレストランは、以下：
　前記顧客からの前記品目の前記注文を受けることができるドライブスルー注文地点から
基地局への第１ワイヤレス音声通信リンクにおける通信；
　前記基地局から前記複数の従業員が使用するのに適した複数の装着可能なヘッドセット
のうちの少なくとも１つへの第２ワイヤレス音声通信リンクにおける通信；を含み、
　それによって、前記複数の従業員のうちの少なくとも１人は、前記第１ワイヤレス音声
通信リンク及び前記第２ワイヤレス音声通信リンクを使用して、前記ドライブスルーレー
ンにおいて前記顧客と音声で通信することを可能とする、受注方法。
【請求項４】
　顧客がドライブスルーレーンから品目を発注することが可能なクイックサービスレスト
ランで使われる受注方法であって、前記注文を完了するために複数の従業員を有する前記
クイックサービスレストランは、以下：
　前記顧客からの前記品目の前記注文を受けることができるドライブスルー注文地点から
基地局への第１ワイヤレス音声通信リンクにおける通信；
　前記基地局から前記複数の従業員が使用するのに適した複数の装着可能なヘッドセット
のうちの少なくとも１つへの第２ワイヤレス音声通信リンクにおける通信；
　それによって、前記複数の従業員のうちの少なくとも１人は、前記第１ワイヤレス音声
通信リンク及び前記第２ワイヤレス音声通信リンクを使用して、前記ドライブスルーレー
ンにおいて前記顧客と音声で通信することが可能であり；及び
　前記ドライブスルー注文地点が前記基地局と前記複数の従業員のうちの少なくとも１人
の間の音声通信においてリピーターとして機能することを可能とする、前記ドライブスル
ー注文地点と前記複数のヘッドセットのうちの少なくとも１つの間の第３ワイヤレス音声
通信リンクにおける通信、を含む、方法。
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